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(57)【要約】
　制御装置は、印加される駆動電流により光を発生する
光源と、前記光源に前記駆動電流を印加して、前記光源
が点灯と消灯とを所定の周期間隔において繰り返す状態
にする光源制御部と、受光した光に応じた信号を生成す
る信号生成部と、前記光源が発生した光の光路を前記信
号生成部に入射しない状態と入射する状態とに切り替え
る光路切替部と、前記信号生成部が生成した信号の信号
強度が周期的に変化する周期信号であるか否かを判定す
る判定部と、前記判定部が、前記周期信号ではないと判
定した場合、所定の機能を実行する実行部において前記
所定の機能の実行を禁止する禁止状態とし、前記判定部
が、前記周期信号であると判定した場合、前記実行部に
おいて前記所定の機能の実行を許可する許可状態とする
制御を行う機能制御部と、を備える。これにより、１つ
の安全装置で安全性を確保することができる制御装置を
提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印加される駆動電流により光を発生する光源と、
　前記光源に前記駆動電流を印加して、前記光源が点灯と消灯とを所定の周期間隔におい
て繰り返す状態にする光源制御部と、
　受光した光に応じた信号を生成する信号生成部と、
　前記光源が発生した光の光路を前記信号生成部に入射しない状態と入射する状態とに切
り替える光路切替部と、
　前記信号生成部が生成した信号の信号強度が周期的に変化する周期信号であるか否かを
判定する判定部と、
　前記判定部が、前記周期信号ではないと判定した場合、所定の機能を実行する実行部に
おいて前記所定の機能の実行を禁止する禁止状態とし、前記判定部が、前記周期信号であ
ると判定した場合、前記実行部において前記所定の機能の実行を許可する許可状態とする
制御を行う機能制御部と、
　を備える制御装置。
【請求項２】
　前記光源と前記信号生成部とは、対向しており、
　前記光路切替部は、
　前記光源と前記信号生成部との間に挿入されて、前記光源が発生した光を遮蔽して前記
信号生成部に入射させない状態と、
　前記光源と前記信号生成部との間から抜去されて、前記光源が発生した光を前記信号生
成部に入射させる状態と、
　に光の光路を切り替える請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記光路切替部は、
　前記光源が発生した光の光路から抜去されて、前記光源が発生した光を前記信号生成部
に入射させない状態と、
　前記光源が発生した光の光路に挿入されて、前記光源が発生した光を反射して前記信号
生成部に入射させる状態と、
　に光の光路を切り替える請求項１に記載の制御装置。
【請求項４】
　内視鏡が接続可能な接続部と、
　前記所定の機能として前記内視鏡に供給されるレーザ光を発生する前記実行部としての
レーザ光源と、を備え、
　前記光路切替部は、
　前記接続部に前記内視鏡が接続されていない状態では、前記光源が発生した光が前記信
号生成部に入射しない状態とし、
　前記接続部に前記内視鏡が接続されている状態では、前記光源が発生した光が前記信号
生成部に入射する状態とし、
　前記機能制御部は、
　前記判定部が、前記周期信号ではないと判定した場合、前記レーザ光源において前記内
視鏡にレーザ光の供給を禁止する禁止状態とし、
　前記判定部が、前記周期信号であると判定した場合、前記レーザ光源において前記内視
鏡にレーザ光の供給を許可する許可状態とする請求項１～３のいずれか１つに記載の制御
装置。
【請求項５】
　前記判定部は、
　前記信号生成部が生成した信号の信号強度が周期的に変化する場合、前記周期信号であ
ると判定し、
　前記信号生成部が生成した信号の信号強度が一定である場合、前記周期信号ではないと
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判定する請求項１～４のいずれか１つに記載の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被検体内に挿入されて被検体内を観察する内視鏡と、内視鏡に観察用のレーザ光
を供給する光源装置と、を備える内視鏡システムが広く利用されている。
【０００３】
　特許文献１には、内視鏡と光源装置との接続が外れている場合には、光源装置から内視
鏡へのレーザ光の供給が停止される安全機構（インターロック）を備えた内視鏡システム
が開示されている。この安全機構は、いわゆるフォトインタラプタであり、光源が発生し
た光を信号生成部が受光するか否かを検出することにより、内視鏡と光源装置との接続状
態を検出する。
【０００４】
　また、光源装置がレーザ光を出射する場合、ＪＩＳ　Ｃ　６８０２：２０１４やＩＥＣ
　６８０２５－１：２０１４等の安全基準を満たす必要がある。そのために、インターロ
ックとして使用するフォトインタラプタの単一故障状態を考慮しなければならないが、１
つのフォトインタラプタでは、単一故障による安全機能の喪失が回避できず、単一故障の
検出も不可能であるため、２つ以上のフォトインタラプタを設ける必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１５１３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、フォトインタラプタ等の安全装置を複数配置すると、安全装置を配置す
るためのスペースが増大するという課題があった。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、１つの安全装置によって安全性を確保
することができる制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の一態様に係る制御装置は、印
加される駆動電流により光を発生する光源と、前記光源に前記駆動電流を印加して、前記
光源が点灯と消灯とを所定の周期間隔において繰り返す状態にする光源制御部と、受光し
た光に応じた信号を生成する信号生成部と、前記光源が発生した光の光路を前記信号生成
部に入射しない状態と入射する状態とに切り替える光路切替部と、前記信号生成部が生成
した信号の信号強度が周期的に変化する周期信号であるか否かを判定する判定部と、前記
判定部が、前記周期信号ではないと判定した場合、所定の機能を実行する実行部において
前記所定の機能の実行を禁止する禁止状態とし、前記判定部が、前記周期信号であると判
定した場合、前記実行部において前記所定の機能の実行を許可する許可状態とする制御を
行う機能制御部と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の一態様に係る制御装置は、前記光源と前記信号生成部とは、対向してお
り、前記光路切替部は、前記光源と前記信号生成部との間に挿入されて、前記光源が発生
した光を遮蔽して前記信号生成部に入射させない状態と、前記光源と前記信号生成部との
間から抜去されて、前記光源が発生した光を前記信号生成部に入射させる状態と、に光の
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光路を切り替えることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の一態様に係る制御装置は、前記光路切替部は、前記光源が発生した光の
光路から抜去されて、前記光源が発生した光を前記信号生成部に入射させない状態と、前
記光源が発生した光の光路に挿入されて、前記光源が発生した光を反射して前記信号生成
部に入射させる状態と、に光の光路を切り替えることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の一態様に係る制御装置は、内視鏡が接続可能な接続部と、前記所定の機
能として前記内視鏡に供給されるレーザ光を発生する前記実行部としてのレーザ光源と、
を備え、前記光路切替部は、前記接続部に前記内視鏡が接続されていない状態では、前記
光源が発生した光が前記信号生成部に入射しない状態とし、前記接続部に前記内視鏡が接
続されている状態では、前記光源が発生した光が前記信号生成部に入射する状態とし、前
記機能制御部は、前記判定部が、前記周期信号ではないと判定した場合、前記レーザ光源
において前記内視鏡にレーザ光の供給を禁止する禁止状態とし、前記判定部が、前記周期
信号であると判定した場合、前記レーザ光源において前記内視鏡にレーザ光の供給を許可
する許可状態とすることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の一態様に係る制御装置は、前記判定部は、前記信号生成部が生成した信
号の信号強度が周期的に変化する場合、前記周期信号であると判定し、前記信号生成部が
生成した信号の信号強度が一定である場合、前記周期信号ではないと判定することを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、１つの安全装置によって安全性を確保することができる制御装置を実
現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る制御装置としての内視鏡システムの全体構成
を模式的に示す図である。
【図２】図２は、インターロック機構の概略的な構成図である。
【図３】図３は、光源が発生する光の光強度を表す図である。
【図４】図４は、図１に示す光源装置に内視鏡が接続されていない状態を表す図である。
【図５】図５は、図３に示すフォトインタラプタ及び遮光部材を拡大した斜視図である。
【図６】図６は、光源装置に内視鏡が接続されていない場合に、シュミットトリガが出力
する信号の論理レベルを表す図である。
【図７】図７は、図１に示す光源装置に内視鏡が接続されている状態を表す図である。
【図８】図８は、図７に示すフォトインタラプタ及び遮光部材を拡大した斜視図である。
【図９】図９は、光源装置に内視鏡が接続されている場合に、シュミットトリガが出力す
る信号の論理レベルを表す図である。
【図１０】図１０は、図１に示す光源装置にレーザ光源に対応していない内視鏡が接続さ
れている状態を表す図である。
【図１１】図１１は、シュミットトリガが出力する信号を表す図である。
【図１２】図１２は、変形例のフォトリフレクタ及び反射部材の斜視図である。
【図１３】図１３は、変形例のフォトリフレクタ及び反射部材の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、図面を参照して本発明に係る制御装置の実施の形態を説明する。なお、これら
の実施の形態により本発明が限定されるものではない。本発明は、フォトインタラプタ又
はフォトリフレクタ等の安全機構を備える制御装置一般に適用することができる。
【００１６】
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　また、図面の記載において、同一又は対応する要素には適宜同一の符号を付している。
また、図面は模式的なものであり、各要素の寸法の関係、各要素の比率などは、現実と異
なる場合があることに留意する必要がある。図面の相互間においても、互いの寸法の関係
や比率が異なる部分が含まれている場合がある。
【００１７】
（実施の形態）
　図１は、本発明の実施の形態に係る制御装置としての内視鏡システムの全体構成を模式
的に示す図である。図１に示すように、本実施の形態に係る制御装置としての内視鏡シス
テム１は、被検体内に挿入され、被検体の体内を撮像して被検体内の画像信号を生成する
内視鏡２と、内視鏡２が撮像した画像信号に所定の画像処理を施すとともに内視鏡システ
ム１の各部を制御する情報処理装置３と、内視鏡２の照明光を生成する光源装置４と、情
報処理装置３による画像処理後の画像信号を画像表示する表示装置５と、を備える。
【００１８】
　内視鏡２は、被検体内に挿入される挿入部６と、挿入部６の基端部側であって術者が把
持する操作部７と、操作部７より延伸する可撓性のユニバーサルコード８と、を備える。
【００１９】
　挿入部６は、照明ファイバ、電気ケーブル及び光ファイバ等を用いて実現される。挿入
部６は、撮像ユニットを内蔵した先端部６ａと、複数の湾曲駒によって構成された湾曲自
在な湾曲部６ｂと、湾曲部６ｂの基端部側に設けられた可撓性を有する可撓管部６ｃと、
を有する。先端部６ａには、照明レンズを経由して被検体内を照明するライトガイドケー
ブル、被検体内を撮像する観察部、処置具用チャンネルを連通する開口部及び送気・送水
用ノズルが設けられている。
【００２０】
　操作部７は、湾曲部６ｂを上下方向及び左右方向に湾曲させる湾曲ノブ７ａと、被検体
の体腔内に生体鉗子、レーザメス等の処置具が挿入される処置具挿入部７ｂと、情報処理
装置３、光源装置４、送気装置、送水装置及び送ガス装置等の周辺機器の操作を行う複数
のスイッチ部７ｃと、を有する。処置具挿入部７ｂから挿入された処置具は、内部に設け
られた処置具用チャンネルを経て挿入部６先端の開口部から表出する。
【００２１】
　ユニバーサルコード８は、照明ファイバ、ケーブル等を用いて構成される。ユニバーサ
ルコード８は、基端で分岐しており、分岐した一方の端部がコネクタ８ａであり、他方の
基端がコネクタ８ｂである。コネクタ８ａは、情報処理装置３のコネクタに対して着脱自
在である。コネクタ８ｂは、光源装置４に対して着脱自在である。ユニバーサルコード８
は、光源装置４から出射された照明光を、コネクタ８ｂ、及び照明ファイバを経由して先
端部６ａに伝播する。また、ユニバーサルコード８は、撮像ユニットが撮像した画像信号
を、ケーブル及びコネクタ８ａを経由して情報処理装置３に伝送する。
【００２２】
　情報処理装置３は、コネクタ８ａから出力される画像信号に所定の画像処理を施すとと
もに、内視鏡システム１全体を制御する。
【００２３】
　光源装置４は、観察用の光を発する光源や、集光レンズ等を用いて構成される。光源装
置４は、情報処理装置３の制御のもと、光源から光を発し、コネクタ８ｂ及びユニバーサ
ルコード８の照明ファイバを経由して接続された内視鏡２へ、被写体である被検体内に対
する照明光として供給する。
【００２４】
　表示装置５は、液晶又は有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）を用
いた表示ディスプレイ等を用いて構成される。表示装置５は、映像ケーブル５ａを経由し
て情報処理装置３によって所定の画像処理が施された画像を含む各種情報を表示する。こ
れにより、術者は、表示装置５が表示する画像（体内画像）を見ながら内視鏡２を操作す
ることにより、被検体内の所望の位置の観察及び性状を判定することができる。
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【００２５】
　図２は、インターロック機構の概略的な構成図である。図２に示すインターロック機構
は、例えば光源装置４のコネクタ８ｂが接続されている部分に設けられており、光源１１
と、光源制御部１２と、信号生成部１３と、光路切替部としての遮光部材１４と、シュミ
ットトリガ１５と、判定部１６と、機能制御部１７と、実行部としてのレーザ光源１８と
、を備える。
【００２６】
　光源１１は、印加される駆動電流により光を発生する。光源１１は、例えばＬＥＤ（Ｌ
ｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）である。
【００２７】
　光源制御部１２は、光源１１に駆動電流を印加して、光源１１が点灯と消灯とを所定の
周期間隔において繰り返す状態にする。図３は、光源が発生する光の光強度を表す図であ
る。図３の横軸は時間であり、縦軸は光強度である。図３に示すように、光源制御部１２
は、光源１１に所定の光強度のパルスを繰り返し発生させる。なお、光源制御部１２は、
光源装置４の電源がオンの状態では常に光源１１に光を繰り返し発生させる。
【００２８】
　信号生成部１３は、受光した光に応じた信号を生成する。信号生成部１３は、例えばフ
ォトトランジスタである。図２では、信号生成部１３は、フォトトランジスタのコレクタ
端子が電源に接続し、エミッタ端子が抵抗を介在して接地するエミッタフォロワ回路を構
成している。
【００２９】
　なお、光源１１と信号生成部１３とは、対向しており、フォトインタラプタ１０を構成
する。
【００３０】
　遮光部材１４は、光源１１が発生した光の光路を信号生成部１３に入射しない状態と入
射する状態とに切り替える。具体的には、遮光部材１４は、光源１１と信号生成部１３と
の間に挿入されて、光源１１が発生した光を遮蔽して信号生成部１３に入射させない状態
と、光源１１と信号生成部１３との間から抜去されて、光源１１が発生した光を信号生成
部１３に入射させる状態と、に光の光路を切り替える。
【００３１】
　シュミットトリガ１５は、信号生成部１３が生成した信号における揺らぎ（ノイズ）を
除去し、デジタル信号として判定部１６に出力する。ここでは反転バッファタイプのＩＣ
を使用しており、信号生成部１３のフォトトランジスタがＯＮ、即ち信号生成部１３が光
源１１からの光を検知した場合、信号生成部１３の出力は略電源電圧となりシュミットト
リガ１５の出力はＬレベルとなる。一方、信号生成部１３のフォトトランジスタがＯＦＦ
、即ち信号生成部１３が光源１１からの光を検知しない場合、信号生成部１３の出力はグ
ランドレベルとなり、シュミットトリガ１５の出力はＨレベルとなる。
【００３２】
　判定部１６は、信号生成部１３が生成した信号の信号強度が周期的に変化する周期信号
であるか否かを判定する。具体的には、判定部１６は、シュミットトリガ１５の出力信号
が周期的に変化する周期信号であるか否かを判定する。ただし、判定部１６は、シュミッ
トトリガ１５を介在させずに、直接信号生成部１３が生成した信号の信号強度が周期的に
変化する周期信号であるか否かを判定してもよい。また、判定部１６は、シュミットトリ
ガ１５の出力信号レベルが一定である場合、周期信号ではないと判定する。
【００３３】
　機能制御部１７は、判定部１６が、周期信号ではないと判定した場合、レーザ光源１８
において所定の機能の実行を禁止する禁止状態とし、判定部１６が、周期信号であると判
定した場合、レーザ光源１８において所定の機能の実行を許可する許可状態とする制御を
行う。具体的には、機能制御部１７は、判定部１６が、周期信号ではないと判定した場合
、レーザ光源１８において内視鏡２にレーザ光の供給を禁止する禁止状態とする。一方、
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機能制御部１７は、判定部１６が、周期信号であると判定した場合、レーザ光源１８にお
いて内視鏡２にレーザ光の供給を許可する許可状態とする。
【００３４】
　レーザ光源１８は、所定の機能として内視鏡２に供給されるレーザ光を発生する。
【００３５】
　次に、内視鏡２と光源装置４との接続状態について説明する。始めに、光源装置４に内
視鏡２が接続されていない状態を説明する。図４は、図１に示す光源装置に内視鏡が接続
されていない状態を表す図である。図４に示すように、光源装置４の接続部４ａは、バネ
１９と、保持部２０と、孔部２１と、を備える。接続部４ａには、内視鏡２が接続可能で
ある。
【００３６】
　図５は、図３に示すフォトインタラプタ及び遮光部材を拡大した斜視図である。図５に
示すように、バネ１９は、遮光部材１４を付勢し、光源装置４に内視鏡２が接続されてい
ない状態において、遮光部材１４を光源１１と信号生成部１３との間に挿入する。
【００３７】
　保持部２０は、バネ１９を保持するとともに、バネ１９に付勢された遮光部材１４を位
置決めする。
【００３８】
　孔部２１には、コネクタ８ｂが嵌合される。
【００３９】
　図６は、光源装置４に内視鏡が接続されていない場合に、シュミットトリガが出力する
信号の論理レベルを表す図である。図６の横軸は時間であり、縦軸は信号強度である。図
６に示すように、光源装置４に内視鏡２が接続されていない場合、光源１１が発生した光
が遮光部材１４に遮蔽されており信号生成部１３に入射しないため、信号生成部１３のフ
ォトトランジスタはＯＦＦ状態であり、シュミットトリガ１５の出力はＨレベルで一定と
なる。
【００４０】
　このとき、判定部１６は、信号生成部１３が生成した信号は、周期信号ではないと判定
する。その結果、機能制御部１７は、レーザ光源１８において内視鏡２にレーザ光の供給
を禁止する禁止状態とする。すなわち、光源装置４に内視鏡２が接続されていない状態で
は、レーザ光源１８において内視鏡２にレーザ光の供給を禁止する禁止状態であり、安全
性が確保されている。
【００４１】
　続いて、光源装置４に内視鏡２が接続されている状態を説明する。図７は、図１に示す
光源装置に内視鏡が接続されている状態を表す図である。図７に示すように、光源装置４
に内視鏡２が接続されると、コネクタ８ｂａの挿入部８１が光源装置４の孔部２１に挿入
される。このとき、コネクタ８ｂａの当接部８２と遮光部材１４とが当接し、遮光部材１
４が光源１１と信号生成部１３との間から抜去される。
【００４２】
　図８は、図７に示すフォトインタラプタ及び遮光部材を拡大した斜視図である。図８に
示すように、光源装置４に内視鏡２が接続されると、遮光部材１４が光源１１と信号生成
部１３との間から抜去され、光源１１が発生した光が信号生成部１３に入射する。
【００４３】
　図９は、光源装置に内視鏡が接続されている場合に、シュミットトリガが出力する信号
の論理レベルを表す図である。図６と同様に、図９の横軸は時間であり、縦軸は信号強度
である。図９に示すように、光源装置４に内視鏡２が接続されている場合、光源１１が発
生した光が遮光部材１４に遮蔽されておらず信号生成部１３に入射するため、信号生成部
１３は、光源１１が発生した光を受光して信号を生成する。その結果、信号生成部１３が
生成する信号は、光源１１が発生した光と同じ周期であり、信号強度が略電源電圧とグラ
ンドレベルとの間で周期的に変化し、シュミットトリガ１５の出力はＬレベルとＨレベル
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との間において周期的に変化する。
【００４４】
　このとき、判定部１６は、信号生成部１３が生成した信号は、周期信号であると判定す
る。その結果、機能制御部１７は、レーザ光源１８において内視鏡２にレーザ光の供給を
許可する許可状態とする。すなわち、光源装置４に内視鏡２が接続されている状態では、
レーザ光源１８において内視鏡２にレーザ光の供給を許可する許可状態となる。
【００４５】
　続いて、光源装置４にレーザ光源１８に対応していない内視鏡２が接続されている状態
を説明する。図１０は、図１に示す光源装置にレーザ光源に対応していない内視鏡が接続
されている状態を表す図である。図１０に示すように、光源装置４にレーザ光源１８に対
応していない内視鏡２が接続されると、コネクタ８ｂｂの挿入部８１が光源装置４の孔部
２１に挿入される。一方、コネクタ８ｂｂには、当接部が形成されていないため、遮光部
材１４の位置は維持される。従って、遮光部材１４は、光源１１と信号生成部１３との間
に挿入されたままとなる。従って、信号生成部１３が生成する信号は図６と同じ信号とな
る。
【００４６】
　このとき、判定部１６は、信号生成部１３が生成した信号は、周期信号ではないと判定
する。その結果、機能制御部１７は、レーザ光源１８において内視鏡２にレーザ光の供給
を禁止する禁止状態とする。すなわち、光源装置４にレーザ光源１８に対応していない内
視鏡２が接続されている状態では、レーザ光源１８において内視鏡２にレーザ光の供給を
禁止する禁止状態であり、安全性が確保されている。
【００４７】
　次に、光源１１又は信号生成部１３が故障した場合を説明する。光源１１が故障した場
合、光源１１が光を発生しないため、信号生成部１３が生成する信号は、図６に示す一定
値となる。この場合、判定部１６は、信号生成部１３が生成した信号は、周期信号ではな
いと判定する。その結果、機能制御部１７は、レーザ光源１８において内視鏡２にレーザ
光の供給を禁止する禁止状態とする。
【００４８】
　信号生成部１３がショートした場合、信号はフォトトランジスタの電源電圧になり、シ
ュミットトリガ１５の出力はＬレベルとなる。一方、信号生成部１３がオープンした場合
、図６に示すＨレベルとなる。どちらの場合も、判定部１６は、信号生成部１３が生成し
た信号は、周期信号ではないと判定する。その結果、機能制御部１７は、レーザ光源１８
において内視鏡２にレーザ光の供給を禁止する禁止状態とする。
【００４９】
　すなわち、光源１１又は信号生成部１３のいずれかが故障した場合、レーザ光源１８に
おいて内視鏡２にレーザ光の供給を禁止する禁止状態であり、安全性が確保されている。
【００５０】
　以上説明した内容を図１１に図示する。図１１は、シュミットトリガが出力する信号を
表す図である。図１１に示すように、内視鏡システム１によれば、光源１１及び信号生成
部１３が正常に動作し、かつ光源装置４にレーザ光源１８に対応した内視鏡２が接続され
ている場合にのみ、信号生成部１３が周期信号を検出し、レーザ光源１８において内視鏡
２にレーザ光の供給を許可する許可状態となる。従って、内視鏡システム１は、１つの安
全装置によって安全性を確保することができる制御装置である。
【００５１】
（変形例）
　実施の形態では、フォトインタラプタ１０を用いる例を説明したが、これに限られない
。例えばフォトリフレクタを用いてもよい。
【００５２】
　図１２、図１３は、変形例のフォトリフレクタ及び反射部材の斜視図である。図１２、
図１３に示すように、光源１１Ａと信号生成部１３Ａとは、同一の面に並べて配置されて
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おり、フォトリフレクタ１０Ａを構成している。
【００５３】
　光路切替部としての反射部材１４Ａは、光源１１Ａが発生した光の光路から抜去されて
、光源１１Ａが発生した光を信号生成部１３Ａに入射させない状態と、光源１１Ａが発生
した光の光路に挿入されて、光源１１Ａが発生した光を反射して信号生成部１３Ａに入射
させる状態と、に光の光路を切り替える。
【００５４】
　以上説明したフォトリフレクタ１０Ａをフォトインタラプタ１０の代わりに用いて内視
鏡システム１を構成してもよい。また、フォトインタラプタ１０及びフォトリフレクタ１
０Ａに限られず、光源と信号生成部との間に反射部材を挿抜し、光源が発生した光が信号
生成部に入射する状態と入射しない状態とを切り替える構成であってもよい。また、光源
と信号生成部との間に挿入した反射部材の光路に対する傾き変更し、光源が発生した光が
信号生成部に入射する状態と入射しない状態とを切り替える構成であってもよい。
【００５５】
　なお、上述した実施の形態では、光源装置４に光源１１～機能制御部１７が配置されて
いる構成を説明したがこれに限られない。例えば、いずれかの構成が内視鏡に配置されて
いてもよい。
【００５６】
　また、上述した実施の形態では、内視鏡２と光源装置４との接続に本発明の制御装置を
用いたがこれに限られない。例えばドアの開閉部等の開閉装置、映像機器とプロジェクタ
との接続部分等に本発明の制御装置を用いることができる。
【００５７】
　さらなる効果や変形例は、当業者によって容易に導き出すことができる。よって、本発
明のより広範な態様は、以上のように表し、かつ記述した特定の詳細及び代表的な実施の
形態に限定されるものではない。従って、添付のクレーム及びその均等物によって定義さ
れる総括的な発明の概念の精神又は範囲から逸脱することなく、様々な変更が可能である
。
【符号の説明】
【００５８】
　１　内視鏡システム
　２　内視鏡
　３　情報処理装置
　４　光源装置
　４ａ　接続部
　５　表示装置
　５ａ　映像ケーブル
　６、８１　挿入部
　６ａ　先端部
　６ｂ　湾曲部
　６ｃ　可撓管部
　７　操作部
　７ａ　湾曲ノブ
　７ｂ　処置具挿入部
　７ｃ　スイッチ部
　８　ユニバーサルコード
　８ａ、８ｂ、８ｂａ、８ｂｂ　コネクタ
　１０　フォトインタラプタ
　１０Ａ　フォトリフレクタ
　１１、１１Ａ　光源
　１２　光源制御部
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　１３、１３Ａ　信号生成部
　１４　遮光部材
　１４Ａ　反射部材
　１５　シュミットトリガ
　１６　判定部
　１７　機能制御部
　１８　レーザ光源
　１９　バネ
　２０　保持部
　２１　孔部
　８２　当接部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(12) JP WO2020/066067 A1 2020.4.2

【図１２】

【図１３】

【手続補正書】
【提出日】令和3年1月13日(2021.1.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印加される駆動電流により光を発生する光源と、
　前記光源に前記駆動電流を印加して、前記光源が点灯と消灯とを所定の周期間隔におい
て繰り返す状態にする光源制御部と、
　受光した光に応じた信号を生成する信号生成部と、
　前記光源が発生した光の光路を前記信号生成部に入射しない状態と入射する状態とに切
り替える光路切替部と、
　前記信号生成部が生成した信号の信号強度が周期的に変化する周期信号であるか否かを
判定する判定部と、
　前記判定部が、前記周期信号ではないと判定した場合、所定の機能を実行する実行部に
おいて前記所定の機能の実行を禁止する禁止状態とし、前記判定部が、前記周期信号であ
ると判定した場合、前記実行部において前記所定の機能の実行を許可する許可状態とする
制御を行う機能制御部と、
　を備え、
　前記判定部は、
　前記信号生成部が生成した信号の信号強度が周期的に変化する場合、前記周期信号であ
ると判定し、
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　前記信号生成部が生成した信号の信号強度が一定である場合、前記周期信号ではないと
判定する制御装置。
【請求項２】
　前記光源と前記信号生成部とは、対向しており、
　前記光路切替部は、
　前記光源と前記信号生成部との間に挿入されて、前記光源が発生した光を遮蔽して前記
信号生成部に入射させない状態と、
　前記光源と前記信号生成部との間から抜去されて、前記光源が発生した光を前記信号生
成部に入射させる状態と、
　に光の光路を切り替える請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記光路切替部は、
　前記光源が発生した光の光路から抜去されて、前記光源が発生した光を前記信号生成部
に入射させない状態と、
　前記光源が発生した光の光路に挿入されて、前記光源が発生した光を反射して前記信号
生成部に入射させる状態と、
　に光の光路を切り替える請求項１に記載の制御装置。
【請求項４】
　内視鏡が接続可能な接続部と、
　前記所定の機能として前記内視鏡に供給されるレーザ光を発生する前記実行部としての
レーザ光源と、を備え、
　前記光路切替部は、
　前記接続部に前記内視鏡が接続されていない状態では、前記光源が発生した光が前記信
号生成部に入射しない状態とし、
　前記接続部に前記内視鏡が接続されている状態では、前記光源が発生した光が前記信号
生成部に入射する状態とし、
　前記機能制御部は、
　前記判定部が、前記周期信号ではないと判定した場合、前記レーザ光源において前記内
視鏡にレーザ光の供給を禁止する禁止状態とし、
　前記判定部が、前記周期信号であると判定した場合、前記レーザ光源において前記内視
鏡にレーザ光の供給を許可する許可状態とする請求項１～３のいずれか１つに記載の制御
装置。
【請求項５】
　印加される駆動電流により光を発生する光源に前記駆動電流を印加して、前記光源が点
灯と消灯とを所定の周期間隔において繰り返す状態にし、
　信号生成部が受光した光に応じた信号を生成し、
　前記光源が発生した光の光路を前記信号生成部に入射しない状態と入射する状態とに切
り替え、
　前記信号生成部が生成した信号の信号強度が一定である場合、周期信号ではないと判定
し、所定の機能を実行する実行部において前記所定の機能の実行を禁止する禁止状態とし
、前記信号生成部が生成した信号の信号強度が周期的に変化する場合、前記周期信号であ
ると判定し、前記実行部において前記所定の機能の実行を許可する許可状態とする制御を
行う制御方法。
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